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１【提出理由】

　当社の連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規程に基づき提出する

ものであります。

 

 

２【報告内容】

　特別損失の計上について

 

（１）当該事象の発生年月日

　　　平成26年６月20日

 

（２）当該事象の内容

　　　平成26年６月20日の取締役会において、当社連結子会社であるサッポロビール株式会社における酒税の自主的な

　　修正申告について決議いたしました。

 

　　　同社は、昨年６月に発売した「サッポロ　極ＺＥＲＯ（リキュール（発泡性）①）」の税率適用区分に関連し、

　　国税当局から要請されている資料・データの検証作業を進めておりますが、同社において、国税当局の酒税法に関

　　する法令解釈に沿った形での事実確認にはいまだ至っておりません。

 

　　　以上の状況及び外部専門家の意見を踏まえ、同社では、財務的な追加負担軽減の観点から自主的に修正申告を行

　　うことといたしました。

 

　　　なお、同社としましては、「極ＺＥＲＯ」は「リキュール（発泡性）①）」に該当するものと認識しております

　　ことから、今後かかる同社の認識を法令上の手続きに則って主張すべく、外部専門家の意見を仰ぎつつ必要な対応

　　を行っていくこととしております。

 

（３）当該事象の連結損益に与える影響額

　　　本件に伴い、当社では税率適用区分の修正による酒税納付額の差額（含む延滞税）として見込まれる116億円を

　　平成26年12月期第２四半期連結決算において特別損失として計上いたします。

 

以　上
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